
 

ロゴマークの使用について 

区  分 ＣＯＰ１０あいち・なごやサポーター パートナーシップ事業 広報協力 

ロ  ゴ 

   

対  象 寄付・協賛を行った団体等 認定された事業 申請・受理された団体・個人 

金銭的・人的・物的支援 
必  要 

団体等：10万円以上  
不 要 不 要 

使用条件 

●規定の範囲内で団体等名を入れることがで

きる。 

●申請により使用可能。 

●指定ロゴに限り使用可能（アレンジ不可）。 

●認定事業にのみ使用可能。 

●指定ロゴに限り使用可能（アレンジ不可）。 

●申請により使用可能。 

 

想定される使用状況 

＜組織内部向け＞ 

社員証、社内報、備品 

＜外部向け＞ 

名刺、封筒、包装紙、業務用車、各種広報

物（ポスター、チラシ、ホームページ、新聞

広告など）、商品・景品（応相談）等 

パートナーシップ事業の各種広報物 

（ポスター、チラシ、ホームページ、新聞広告 

など） 

名刺、封筒、包装紙、各種広報物（ポスター、

チラシ、ホームページ、新聞広告など）等 

英語版ロゴ 有 無 無 

◆呼称＋団体等名 ◆呼称のみ 

◆団体名＋指定メッセージ ◆英文表記（呼称） 

呼称、団体等名、指定メッセージ入りなど様々な

バリエーションを用意（縦バージョンもあり）。 

商品、景品に使用可能（応相談） 商品、景品に使用不可 

 


